
 
■ 地方と国の連携・協働を通じた一般廃棄物対策の推進  

 

・暮らしに最も身近な廃棄物である一般廃棄物の適正な処理のため

には、法制度を担当する国と地域社会の実情に精通した地方とが

連携・協働することが不可欠。 

 

 

【廃棄物焼却炉のダイオキシン類発生量の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
・地方と国の関係者が連携した具体的な取組の成果として、 

例えばダイオキシンでは、平成15年には、平成９年度比で 

ダイオキシン類総排出量を98％削減するという大きな目標を

達成。 
 
 

 

 

 

【循環型社会形成推進交付金制度による総合的施設整備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 地域を単位に、市町村と国が構想段階から協働して循環型 

社会の実現に向けた地域計画を策定し、その実現のための 

３Ｒの取組や基盤の整備を進めていく仕組みとして、循環 

型社会形成推進交付金（３Ｒ推進交付金）を平成17年度 

に創設。 

   

・これを受け、市町村は、廃棄物から資源やエネルギーを回収する 

リサイクル施設の整備といった３Ｒを推進する地域計画を北海道

から沖縄まで全国８７の地域で策定。 

・今後は、バイオマス系廃棄物のエネルギー活用などの取組も含め、

地域の循環型社会づくりを一層推進。  
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２．３つの流れを支える横断的な取組 

 

・３つの流れに沿って取組を進めていく際に共通する要素として、
技術発展の推進とライフスタイルの変革に着目。 

 

■技術発展等の推進 

・製品の設計段階から廃棄物の発生抑制やリサイクルを視野に入れ

たエコデザインの推進など、様々な企業や学会等による自主的な

３Ｒの取組を紹介。 

 

【事業者団体による製品エコ・デザイン化の取組例】 
業界団体名 製品アセスメントガイドライン 

リサイクル促進のための製品設計段階における事前評

価のガイドライン 

（社）日本自動車工業会 

使用済物品等の発生の抑制／再生資源又は再生部品の

利用に関する判断基準ガイドライン 

（財）自転車産業振興協会 自転車製品アセスメント・マニュアルガイドライン 

（財）家電製品協会 家電製品・製品アセスメントマニュアル 

テレビジョンリサイクルのための設計ガイドライン 

オフィス家具の環境対策ガイドライン 

ＪＯＩＦＡ環境自主行動計画 

（社）日本オフィス家具協会 

金属家具製品アセスメントマニュアル 

（社）日本照明器具工業会 照明器具・製品アセスメントマニュアル 

日本遊技機工業組合、日本電動式遊技機

工業協同組合 

製品アセスメントマニュアル 

（社）電子情報技術産業協会 情報処理機器の環境設計アセスメントガイドライン 

（社）ビジネス機械・情報システム産業

協会 

地球環境保護を考慮した事務機器製品開発の指針 

（社）日本ガス石油機器工業会及び（社）

日本ガス協会 

ガス・石油機器アセスメントガイドライン 

 

キッチン・バス工業会、強化プラスチッ

ク協会、日本浴室ユニット工業会 

浴室ユニット製品アセスメントマニュアル 

キッチン・バス工業会 システムキッチン製品アセスメントマニュアル 

（社）日本電球工業会 ランプ及び安定器・製品アセスメントマニュアル 

日本自動販売機工業会 自動販売機製品アセスメントガイドライン 

情報通信ネットワーク産業協会 携帯電話・ＰＨＳの製品環境アセスメントガイドライン

（社）日本エアゾール協会 エアゾール容器の易リサイクル設計ガイドライン 

 

 

【リデュースの取組：詰替え製品出荷量の推移】 

 

 

        
 

■ライフスタイルの変革に向けた取組  

 

・国民一人ひとりがものを大切にする「もったいない」の心を持っ

てライフスタイルを転換し、環境負荷を低減する具体的な行動が

重要。 

・我が国の文化を踏まえた、「もったいないふろしき」やマイバッグ

等をシンボルに、普段の生活に根ざしたごみを出さない取組を推

進。 

・市民の地縁的な結びつきを基本に組織される町内会・自治会など

による資源集団回収の取組は我が国独自の活動。資源集団回収は

一般廃棄物総資源化量の３割を占めるなど、大きな役割を果たし

ており、今後とも一層促進。 
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３．これまでの取組を踏まえた廃棄物・リサイクル対策の現状と今後

の目標  

 

【一般廃棄物の排出量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般廃棄物の排出量は、昭和58年度から平成２年度までは、

急激に増加。その後、平成３年以降から平成14年度までは、

高い水準のまま横ばい状態。 

【産業廃棄物の排出量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・産業廃棄物の排出量は、平成２年度までは急増したが、

その後はほぼ横ばいで推移。 

 

【リサイクル率の推移】           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・一般廃棄物のリサイクル率は平成２年度以降、着実に上急。 

① 平成３年の廃棄物処理法改正による市町村での分別収 
集の取組が推進 

 ② 平成７年容器包装リサイクル法制定  等 

・産業廃棄物のリサイクル率は平成９年度以降、着実に上昇。 

① 平成９，１２年の廃棄物処理法改正による排出事業者

責任の強化、不適正処理に対する罰則強化等 

② 平成１２年建設リサイクル法制定、平成１４年自動車

リサイクル法制定 

 

 

 

 

 

リサイクル率の推移
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【最終処分量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

廃棄物の最終処分量の削減は、一般廃棄物、産業廃棄物

ともに、ここ十数年来で大きく進展 

・.一般廃棄物 

  平成元年度約1,700万ｔ→１５年度約８５０万ｔ 

・産業廃棄物  

 平成元年度約9,100万ｔ→１５年度約3,000万ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＧＤＰと一人当たりごみ排出量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国民一人当たりでみると、ＧＤＰが著しく増加している

のに対し、ごみの排出量は横ばいで推移しており、潜在

的な廃棄物となる製品の生産が増加していく中で、我が

国の廃棄物対策は一定の成果。 

・しかし、ごみの総排出量の削減や最終処分場の確保等の

観点からは様々な課題があり、今後とも情勢の変化に応

じて必要な対応を図っていくことが重要。 

 

   

 

 

 

 

最終処分量の推移
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１．循環資源をめぐる国際的な状況  

・廃棄物の発生量の増加や、廃棄物等を資源としてとらえた「循環

資源」の国際移動の増加などの現状を整理し、これを踏まえた課

題を提示。 
 

■世界的な廃棄物の量の増大と質の多様化 

・世界全体の廃棄物発生量は平成12年からの50年間で約270億ト

ンにまで倍増の予測。 

・その質も多様化しており、有害物質を含む廃電機電子製品（Ｅ－

ｗａｓｔｅ）や医療施設からの感染性廃棄物などの適正処理が特

に途上国において大きな課題。 

 

【世界の廃棄物排出量の将来予測】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

・現状でも、途上国でオープン・ダンピングや野焼きなどの不適正

な処理方法がみられ、環境・健康上の問題が発生。 

【東アジアにおける最終処分場の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■国境を越えて移動する循環資源  

・世界レベルでの有害廃棄物の国際的な移動量は、平成５年から平

成13年まで８年間に約５倍（約16百万トン）にまで急激に増加。 

 

【有害廃棄物の越境移動量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：バーゼル条約事務局資料） 

 

 

第３節 国際的な循環型社会の形成と我が国の役割 
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 ・我が国からの循環資源の輸出量も直近の４年間で約2.5倍に増加。

 

【循環資源の我が国からの輸出量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■廃棄物の増加と循環資源の越境移動がもたらす課題 

 

・途上国を中心に、廃棄物の適正処理能力が質・量の両面から不十

分である場合が生じていること。 

・循環資源の急激な国外流出により、日本国内の廃棄物・リサイク

ルシステムに影響が生じる場合が懸念されること。 

・ 中古製品などと偽装された有害廃棄物の不法な輸出入が行われ

ており、適正な貿易を確保する必要があること。 

などを指摘。 

 

 

 

２．国際的な循環型社会の構築 
 
■国際的な循環型社会構築に当たっての基本的な考え方 

 

・各国国内の循環型社会構築に向け、循環資源の適正な利用・処分

を行う能力を向上させることを基本。 

・循環資源の国際移動については各国の国内循環を補完するものと

位置づけ、国境での適正な管理を行い、不法な輸出入を防止する

取組を充実・強化。 

・上記の取組により環境汚染の防止が十分確保され、東アジア地域

全体の環境負荷の低減に資する場合に、循環資源の輸出入の円滑

化を図り、地域全体での環境保全と資源の有効利用に貢献。 

 
【国際的な循環型社会のイメージ】 
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■ 循環資源の性質に応じた対応 

 

・基本的な考え方を踏まえ、循環資源の持つ環境負荷の程度を表す

有害性と、経済的価値を表す無価性に着目し、それぞれの性質に

応じて的確な対応を推進。 

 

■ 東アジア循環型社会ビジョンの形成と我が国の役割 

 

・東アジア地域での国際的な循環型社会の構築に向けた共通ビジョ

ンとして、平成24年までに「ゴミゼロ国際化行動計画」の一環で

ある「東アジア循環型社会ビジョン」を策定していくため、各国

の処理能力向上への貢献や循環資源の不法輸出入の防止を中心

に、我が国が積極的な取組を進めていくことが求められているこ

とを指摘。 

 

 
３．３Ｒイニシアティブの推進  

 

・廃棄物の３Ｒを国際的に推進していくことを宣言した３Ｒイニ

シアティブは、平成16年のＧ８サミットにおいて小泉総理から
提案され、国際的にＧ８の環境分野での新たなイニシアティブと

して合意。 

・これを受けて我が国で開催された平成17年の３Ｒイニシアティ

ブ閣僚会合や、平成18年の３Ｒ高級事務レベル会合といった取

組の進捗状況を整理。 

・我が国が３Ｒイニシアティブの提案国として、国際的に３Ｒの

推進を図っていく上で中心的な役割を発揮し、Ｇ８サミットを我

が国で開催する平成20年を目指して、更なる取組を推進。 

 

 

 

【３Ｒイニシアティブ閣僚会合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ３Ｒイニシアティブ高級事務レベル会合】 
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